
有田川　防災まちづくり

警戒レベルと
　避難行動の目安 問総務課（吉備庁舎）
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ベ
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取
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警
戒
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ベ
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ご
と
の
行
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「
警
戒
レ
ベ
ル
3
」
の
時
点
で
、
高
齢

者
や
体
が
不
自
由
な
方
、
不
安
を
感
じ
る

方
は
避
難
行
動
を
開
始
し
て
く
だ
さ
い
。

今
後
状
況
の
悪
化
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、

明
る
い
う
ち
に
避
難
行
動
を
と
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

「
警
戒
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ベ
ル
4
」
は
「
避
難
勧
告
」

ま
た
は
「
避
難
指
示
（
緊
急
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に
該
当

し
ま
す
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全
員
避
難
し
て
く
だ
さ
い
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避

難
指
示
（
緊
急
）」
は
必
ず
発
令
す
る
情

報
で
は
あ
り
ま
せ
ん
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避
難
勧
告
」
の

段
階
で
避
難
し
て
く
だ
さ
い
。

「
警
戒
レ
ベ
ル
5
」
が
発
令
さ
れ
た
時

警戒レベルと皆さまがとるべき行動

警戒レベル 皆さまがとるべき行動 皆さまに行動を促す情報 情報発信元

警戒レベル

５
・既に災害が発生している状況であ

り、命を守るための最善の行動を
とる。

・屋外避難がかえって危険の場合は、
頑丈な建物の２階以上へ垂直避難
を行う。

災害発生情報
※災害が実際に発生していることを把

握した場合に可能な範囲で発令
有田川町

警戒レベル

４
・安全な避難場所などへ立ち退き避

難を基本とする避難行動をとる。
・屋外への避難がかえって命の危険

を及ぼしかねないと自ら判断した
場合は、頑丈な建物の２階以上へ
垂直避難を行う。

避難指示（緊急）
※地域の状況に応じて緊急または重ね

て避難を促す場合などに発令
※必ず発令される情報ではありません 有田川町
避難勧告
※避難勧告発令で全員が避難行動をと

ること

警戒レベル

３
・高齢者や体が不自由な方などは、

立ち退き避難を行う。
・その他の人は避難準備を始め、危

険を感じたら避難行動をとる。

避難準備・高齢者等避難開始 有田川町

警戒レベル２ 避難に備え自らの避難行動を確認する 注意報 気象庁

警戒レベル１ 災害への心構えを高める 早期注意報 気象庁

災害リスク
高

大雨洪水・土砂災害・
台風などに備えよう！
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